
○お問い合わせはお近くのNOSAI事務所まで。また、事故発生時はすぐに被害申告をお願いします。

山梨県農業共済組合　本所　☎055（228）4711

2022.8

山 梨

☎0553（22）5056　〒405-0005 山梨市小原東1333-1（旧法務局跡）
☎055（282）0443　〒400-0306 南アルプス市小笠原1339-1
☎0551（23）1111　〒407-0001 韮崎市藤井町駒井3206-1

中 央 支 所
南アルプス支所
北 部 支 所

自然災害による損害を補い
果樹農家を支えます

果樹共済全ての農産物収入をカバー
品目の限定は基本的にありません。
農業者が生産するすべての農産物収入を補償します！

１

平均収入の８割以上を確保
設定した基準収入の１割を超える収入減少に対応します！

2

国の手厚い助成
保険料の５０％、積立金の７５％、事務費の５０％を国が負担します。
国の制度なので安心！

3

営農継続の切り札「つなぎ融資」
保険金の支払は確定申告後です。それまでの資金繰りが・・・
そんなときは収入保険に加入していれば、無利子で「つなぎ融資」が受けられます。
※一定の条件があります

4

安心の幅広い補償
自然災害による収量減少はもちろん、
・価格の低下・盗難、運搬中の事故・病気やケガで収穫ができない・取引先が倒産
などによる幅広い収入の減少を補償します。

5

収入保険制度もあります !!
青色申告を行っている農業者を対象とした



農業共済制度とは…

果樹共済の安心メリット

果樹共済は、
国の災害対策
の柱です。

　農業は他の産業と異なり自然条件に依存しているた
め、常に気象上の災害の脅威にさらされています。
　そこで、国と農家が掛金を出し合って共同準備財産
をつくり、災害が発生したときに共済金（保険金）を支払
い農業経営の安定を図るために発足したのが「農業共
済制度」です。
　このように、農業共済制度は農家相互扶助を基本と
する国の農業災害対策として実施されている公的保険
制度です。

加入に当たっての注意事項
①各樹種の類区分ごとに加入することができます。この場合、各類の栽培面積が５アール以上必要です。
②栽培している園地を一括で加入することが前提となっています。特定の園地のみ加入することはできません。

加入できる果樹は…
樹種

ぶどう

もも

すもも

りんご

かき

類区分
1 類

2類

3類
4類

1類

2類

類区分
なし

1類
3類
1類

品種名
デラウェア　キングデラ　その他の 1類に属する品種
巨峰　ピオーネ　藤稔　紅伊豆　サニールージュ　ゴルビー　多摩ゆたか　シャインマスカット
甲斐路　ロザリオ･ビアンコ　ロザリオ･ロッソ　ピッテロ･ビアンコ
ベリーA　ネオマス　ブラックキング　その他の 2類に属する品種
甲州　その他の 3類に属する品種
ハウスで栽培されているもの
はなよめ　ちよひめ　日川白鳳　八幡白鳳　加納岩白桃　やまなし白鳳　みさか白鳳
夢しずく　夢みずき　アルプス小町　その他の早生品種
白鳳　あかつき　浅間白桃　夢あさま　嶺鳳　長沢白鳳　なつっこ　その他の中生品種
一宮白桃　川中島白桃（新府白桃）　　ゆうぞら　幸茜　黄桃　その他の晩生品種
大石早生　早生ソルダム　その他の早生品種
ソルダム　貴陽　李王　サンタローザ　紅りょうぜん　大石中生　サマーエンジェル
サマービュート　レッドエース　レッドビュート　その他の中生品種
太陽　レートソルダム　ケルシー　その他の晩生品種
つがる
ふじ　王林
富有　松本早生　その他の甘がきの品種

掛金の半額を国が負担しています。
国の農業災害対策の柱として運営されています。
農家と国が掛金を出し合っている公的保険制度です。

１

国と保険契約を結んでいます。
どんな大災害時にも補償は万全です。

２
市町等からの助成があります。
※助成金については、市町、JAにより異なります。詳しくはお問い合わせください。３
組合からの奨励があります。
集出荷団体（部会等）を対象に、団体活動奨励及び集団引受事業奨励をお支払いいたします。その他、
大規模農家加入奨励として70アール以上の加入者に対して物品奨励があります。

4

掛金は、全額必要経費として控除されます。
税金申告の際、果樹共済掛金は全額必要経費として控除することができます。

5
農家ごとの掛金率を適用しています。
掛金負担の公平性を図るため、過去の被害状況に応じた農家ごとの掛金率を適用しています。

6

加入申込期日・掛金納入期日・責任期間表

※花芽の形成期は、ぶどう・かきは６月、もも・すももは７月です。
※半相殺総合一般方式の掛金納入につきましては、共済掛金（賦課金を除く）が 10,000 円を超える場合は、延納申請するこ
　とができます。掛金が10,000円未満の場合及び延納申請しない場合は、責任開始日前（ぶどう・かき５月３１日、もも・すも
　も６月３０日）までに掛金をいただきます。
※地域インデックス方式は、当該年産の山梨県全体の単収が、過去５年間の山梨県全体の単収平均（５中３）を1割以上下回っ
　た場合に、共済金をお支払いします。局地的な被害では支払対象とならないケースもありますので、制度の内容を十分に確
　認いただいた上でご検討ください。

方式の別 樹種
ぶどう
か  き

も  も

すもも

ぶどう
も  も
すもも
りんご
ぶどう

半相殺総合
一般方式

樹体共済

半相殺総合
短縮方式

加入申込期日

５月２０日

６月２０日

６月２０日

２月２０日
２月２０日
２月１０日
２月２０日
５月２０日

掛金納入期日
５月３１日

（延納）　１０月３１日
６月３０日

（延納）　  ８月３１日
６月３０日

（延納）　  ８月３１日
３月１９日
３月  ９日
２月２８日
３月１９日
５月３１日

責任期間（補償する期間）

花芽の形成期から翌年の収穫期

花芽の形成期から翌年の収穫期

花芽の形成期から翌年の収穫期

発芽期から収穫期
発芽期から収穫期
発芽期から収穫期
発芽期から収穫期
６月１日から１年間

収
穫
共
済
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地域
インデックス方式



果樹共済のメニュー

収穫共済

半相殺総合一般方式 半相殺総合短縮方式

花芽の形成期から、その花芽に係る
果実の収穫期までの約１年半

すべての気象災害（暴風雨、ひょう害、凍霜害、暖冬害、寒害、干害、雪害、冷害、その他の 気象上の原因による災害）、病虫害、鳥獣害、火災、地震、噴火、地滑り

基準となる収穫量に対し、果実の減収量が選択した支払開始割合（30％、40％、50％ ） を超える減収となった際に、共済金支払の対象となります。 補償する年産の山梨県全体の
統計単収が、過去５年間の山梨
県全体の統計単収の平均（５中
３）を１割以上下回った場合全樹種とも５アール以上の栽培者（加入は、類ご とに５アールからです）

※短縮方式では、冬期における災害は対象となりませんのでご注意ください。

発芽期から果実の収穫期まで

収穫量に対する補償です。

３ ４

補償する期間

対象となる災害

補償の単位

共済金の支払い

加入面積要件

加入すると

半相殺方式は農家単位で、果実の類ごと に補償します。
※同じ類に属する品種を農家ごとに合計して補償し ています。

農家単位で樹種ごとに補償
します。

令和６年産を補償

地域インデックス方式

花芽の形成期から、その花
芽に係る果実の収穫期まで
の約１年半

令和６年産を補償令和５年産を補償

病虫害 鳥獣害火災ひょう害 凍霜害暴風雨

樹体共済 樹体の損害を補償します。
６月１日から１年間
補償する期間

すべての気象災害、病  虫害、鳥
獣害、火災、地震、噴火　による樹
木の枯死、流出、埋没、 損傷

対象となる災害
植栽されている樹木全て

補償の単位
樹体損傷（半損以上）による損害の額
が、共済価額（総評価額）の１割を超え
る場合、若しくは１０万円を超える場合

共済金の支払い加入できる樹種

ぶどう

加入できる樹種

ぶどう もも すもも りんご かき



共済金の支払いまで

被害割合と共済金支払割合

重要事項について

5 6

□被害申告は農家の自主申告です。類ごとに、選択した支払開始割合（30％、40％、50％）を超える被害
　と思われる場合は、速やかに組合へ電話等でご連絡ください。また、園地ごと品種ごとの見込み収穫量
　を申告していただきます。
□被害調査は現地確認が基本のため、収穫後の被害申告は受付できません。
□損害評価の結果については、ぶどう・もも・すももは12月、かき、りんごは１月に通知いたします。

農家からの被害申告 評価班による現地調査 抜取調査班による抜取調査

共済金 ＝ 共済金額×共済金支払割合
（補償する額）

半相殺総合方式支払割合表
支払開始割合 30％
被害割合
共済金支払割合

～30%
0%

31%
1%

35%
7%

40%
14%

50%
29%

60%
43%

70%
57%

80%
71%

90%
86%

100%
100%

支払開始割合 40％
被害割合
共済金支払割合

～40%
0%

41%
2%

45%
8%

50%
17%

60%
33%

70%
50%

80%
67%

90%
83%

100%
100%

支払開始割合 50％
被害割合
共済金支払割合

～50%
0%

51%
2%

55%
10%

60%
20%

70%
40%

80%
60%

90%
80%

100%
100%

認定
損害評価会の審議 国の審査 共済金支払い

農業共済制度は、行政庁の指導・監督のもと、組合と国の２段階による責任分担を行って危険分散を図るなど共済金の確実な支払
いが出来る仕組みを採っておりますが、次のような場合には、共済金等の全額または一部をお支払い出来ないことがあります。
　１．加入者が通常すべき管理、その他損害防止の義務を怠ったとき及び損害防止の指示に従わなかったとき
　２．加入申込みの際等に、重大な過失等によって不実の通知をしたとき
　3．被害発生時に組合への通知を怠り、または、重大な過失等によって不実の通知をしたとき
　4．組合の財政状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。

ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た個人情報については、山梨県農業共済組合（以下、「組合」と言います。）が
引受の判断、損害防止、共済金等の支払い、共済契約の継続・維持管理、農地情報整備事業、各種サービスの提供・充実を行うた
めに利用します。
また、組合が実施する他の共済の案内等のために、業務に必要な範囲で利用することがあります。
なお、法令により必要と判断される場合、加入者・公共の利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業
務を委託する場合、保険取引のために必要な場合に、必要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。

○共済金のお支払いについて

○個人情報の取扱いについて

ＮＯＳＡＩの損害防止事業

○土壌診断を行っています
　果樹共済に加入する圃場について、無料で土壌診断を行っています。土壌の成分を測定し、診
　断書を作成しますので、施肥設計や土づくりにぜひともお役立てください。

○獣害対策として電気柵設置の補助を行っています
　果樹共済に加入している圃場に、獣害を防止するために新規に電気柵を設置した場合、その
　資材経費の一部について助成金を交付しています。

　申込み方法などの詳細につきましては、最寄りの支所へお問い合わせください。

○損害防止用機具の貸出しを行っています
　果樹共済加入者または加入予定者に、損害防止用機具を貸出しています。下の表をご確認い
　ただき、機具のある支所までお電話にてお申込みください。

機具名 貸出し期間 料金 所有支所

ミニショベル

ラジコン動噴

粗皮落とし洗浄機

※機械重量300kg。
　軽トラックで運搬
　可能です。

備考

※自走式・ラジコン
　操作可能。高圧力
　動噴です。

※高圧水噴射によ
　り、ぶどうの幹や
　主幹の粗皮を簡
　単に剥ぐことが
　できます。

原則１日

原則１日

連続２日限度

１回　500円

１回　500円

１日　1,000円

北部支所

北部支所

南アルプス支所
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